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国際日本学論叢

｢類箏治要』における箏の調絃について

李小文

はじめに

平安・鎌倉時代の箏の演奏伝承に関する研究は、日本音楽史､特に日本

雅楽研究の一角として重要な意義があり、かつての失われた演奏法や曲目

の復元に向けて、重要な役割を果たし得る。そして、日本の箏は日中の文

化交流の産物であって、日中音楽の対比、特に日本の唐楽研究において、

重視する必要がある。しかし、箏の演奏伝承についての研究は、古楽譜を

対象として様々な角度から行われているが､調絃法の変遷や左手の手法な

どについては､今でも、議論が分かれている。本論で研究対象とする『類箏

治要』は、藤原師長が撰し、平安時代の唐楽、高麗楽、催馬楽をまとめた重

要な箏楽譜集成である『仁智要録』と緊密な関連性がある。そのため、本論

では『類箏治要』の中に記載されている調絃について『仁智要録｣における

調絃と比較しながら考察していく。

『類箏治要』は、編者､成立年代等が未詳であるが、『仁智要録』に欠く曲

を収録する重要な史料である。また、『類箏治要』にある調絃や独奏曲につ

いては、詳細な研究はほとんど行われていない。『類箏治要』における調絃

の分析を行うことは、より多くの独奏曲を復元することに寄与し、これに

よって｢仁智要録』との関係もよりはっきりとしたものになるだろう。
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｢類箏治要』における箏の調絃について

一、「類箏治要｣について

1.撰者と成立年代

楽譜には撰者に関する記録がないが､藤原宗輔(1077-1162)の娘・若御

前尼(生没年不詳)や、藤原師長(1138-1192)の流れを汲む13世紀の人物と

考えられ、また、その成立については、巻第五と巻第十四にある奥書に

よって、壱越調から盤渉調に至る唐楽曲の楽譜編集は、永仁二年(1294)か

ら四年(1296)にかけて行われたものと考えられている。他の巻の成立年

代は不明である'・

巻第二調子品上の最後に次のような二つの書写奥書がある。

奥書一：類箏治要全二十冊内五冊者以別本書加之新院御本書脱帖歎小倉大納言殿

実起卿御写本無之以別本書加之五冊之内也是亦無他見以神文写留之本

也相承之子孫固守此旨而無言外書写之漏脱可継近完執心之志而

已｡今此一冊調子品秘説也諏不可有拝見無執心器量志不詳之｡延宝五丁巳年十一月十七

日従四位下因幡守狛近完

奥書二：類箏治要全二十二冊内第二冊墨付三十三枚不運行不違字但本九行也今為七行写之狛近

完宿祢所書写也旨趣委干奥書予請書写於近家近完子以奥書之旨固辞而

不許之雛然無拠之子細於子細者筆端雌壷此書譲与嫡家子孫之時以言可傳之且前右府

殿井家督世々之子孫之外不可覧之神文予亦證春日社耆遣近家之間承

諾之価一字不交他毫令書写之及再校合者也難末代之子孫固守

此旨白地莫他見殊可悠神明之眸而已。

元禄九年五月二十三日終書功畢

正二位行権大納言藤原朝臣伊季

奥書一、狛近完(1631-1681)の奥書によれば、『類箏治要』全二十冊のう

'寺内直子｢雅楽のリズム構造一平安時代末における唐楽曲について－』98～99頁1996
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ち、小倉実起(1622-1684)が書写した新院御本には脱帖があり、五冊は別

本を以て書き加えられていることが分かる。また、奥書二により、さらに

藤原伊季(1660-1709)が書写したものであることがわかる。奥書の書写年

月日については、寺内直子『雅楽のリズム構造一平安時代末における唐楽

曲について一』に詳述されている。寺内は、「今出川伊季の書写が、だいた

い巻次に沿って順になされているのに比べ、近完の書写年月日はいかにも

不整合である」と述べ、さらに近完の書写年月を表に整理している。

2.写本

寺内の先行研究2では、『類箏治要』の伝本について大別して①十六巻本、

②十八巻本､③二十巻本の三系統に分けて、以下のようにまとめている。

①十六巻本は、巻第一を｢案譜法｣、巻第二を｢律図篇｣、巻第三を｢調子

篇｣、巻第四を｢調子品下」とする。巻第五より巻第十六まで唐楽曲を

収める。ただし巻第十三｢盤渉調甲｣(万秋楽）と「巻第十六末｣(＜輪

台＞以下の小曲)は『仁智要録』による後補である。

②十八巻本は、巻第一より十六までは十六巻本と内容同じ。これに加

え、巻第十七、十八に高麗曲を収める。ただし十六巻本の｢律図篇」と

「調子篇」にある「巻第二｣｢巻第三｣の見出しを欠き、両者を巻第一の

中に含む形になっている。

③二十巻本は、巻第十八までは十八巻本と同じ構成。巻第十九に催馬楽

律曲、二十に同呂曲を収める。また、二十巻本では、巻第十一(黄鐘

調）と十二(水調）に重複があり、全体として二十二冊伝わっている。

巻第一｢沙陀調下｣の巻末にく陵王荒序＞を載せたり、巻第十(双調）

の後半に壱越調からの渡物の譜を多数挙げているのも、二十巻本のみ

2寺内直子｢雅楽のリズム構造一平安時代末における唐楽曲について一』100～102頁
1996
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の特徴である。さらに、二十巻本の巻第二は「調子品上｣、巻第三は

「調子品中」と鳴っており､十六巻本の巻第二｢律図篇｣、巻第三｢調子

篇」とは内容、見出しとも異なっている。二十巻本では、「律図篇｣｢調

子篇｣は十八巻本と同様､巻第一に含まれている。

筆者が使用した写本は、①宮内庁書陵部所蔵麿司家旧蔵本(薦司本)、②

京都大学附属図書館所蔵菊亭家旧蔵本(菊亭本)、③宮内庁書陵部所蔵桂宮

家旧蔵本(桂宮本)、④国立国会図書館所蔵本(国会本）という四つの写本

である。この中に、鳫司本と桂宮本は十八巻本に属し､菊亭本と国会本は

二十巻本に属す｡そのうち調子品の上、中、下をすべて揃えているのは、

二十巻本である菊亭本と国会本である。ただし、「調子品上」は、『仁智要

録』の巻第一｢箏案譜法」から写されたものであり、朱を全部落としてい

る。麿司本と桂宮本は調子品上、中が欠落している。

筆者は、調子品を完全に収録した菊亭本と国会本を対校したが､両写本

がほぼ同内容であり、誤写によると思われる誤りも一致していることが分

かった。例えば､二写本とも「立箏柱様｣にある「盤渉調律秘蔵之云｣の調絃に

ついて、「以二為乙調七甲二七同音」と記しているが､後述するようにここ

の｢二七同音｣は｢二五同音｣の誤写と思われる。なお、「箏調合五音様｣にある

｢律合笛平調､黄鐘調､盤渉調｣の説明文中に、菊亭本は｢以上此調中又具六調謂准平

調位者下双黄鐘上壱也…」とあるところ、国会本では｢以上此調中又具六

調謂准平調位者下双黄盤上壱也…」となっている。調子品を見た限りでは、

二本の相違はこの一点だけである。後述する各調絃の解釈を参考すれば、

ここの｢六調」は下無調、双調、黄鐘調、盤渉調、上無調、壱越調を示して

いる。これよって、国会本の方が正しいことがわかる。

そのため、本研究では、国会本を底本､菊亭本を校訂本とする。
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二、『仁智要録｣における調絃

『仁智要録』巻第一の調子品には十三種の調子が記され、巻第十二には、

角調、泗濱性律調、泗濱性呂調、上陽性呂調の四調があり、計十七の調絃

名が見える。しかし、この中には、調絃名が違っても、調絃法自体は同じ

という場合もあるので、実際には壱越調、壱越性調(沙陀調)、平調、大食

調(器食調)、双調、黄鐘調(大黄鐘調)、水調、盤渉調(風江調)、羽調とい

う九種の調絃法が記されている。

『仁智要録』の壱越調性調は現在の壱越調と、大食調は現在の太食調と全

く同じであり、平調は三と六の絃だけが今日のものと異なっている。双

調､水調、盤渉調の三調は秘伝とすべきものとされ、今日の同名の調絃法

とは異なる。『仁智要録』における調絃は先行研究で既に明らかにされてい

るため、ここで詳細な分析はしない。重要な先行研究は次に紹介する二つ

である。

1.林謙三｢箏の調絃の原則と変遷｣3(1974)

林謙三は『仁智要録』に挙がっている調絃から二つの調絃原則を抽き出

した。すなわち、以下の二点である。

(1)二絃から巾絃までは、四絃を隔てて同じ音(オクターブ）に調絃され

る(例外を除く)。

(2)一絃は、二絃から六絃までのいずれかと、同じ音に調絃される。

前者の原則については、箏の調絃が、音階を構成する七声4中のいずれか

五つの音から選択されているためで、必然的に、四絃を隔てて同じ声律が

現れるのだと解釈している。後者については、第一絃が宮か徴の音に調絃

3林謙三『東アジア楽器考』199-226頁1974

4七声は本来､宮、商、角、変徴､徴､羽、変宮の音程関係が一定であったが、日本で受容
される過程で一部変化し、角、変徴､変宮は調によって本来の音高から半音ずれる場合
がある。
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され、二絃とは五度の音程におかれるのが本来的であるとし、『仁智要録』

における水調と大食調が、その傾向を残しているとする。

『仁智要録』巻第一｢調子品」に現れた調絃の林の解釈は、下表のとおり。

(なお、本論における統一のため、ドイツ音名に由来するhをbに書き換え

た｡)

2.遠藤徹『平安朝の雅楽一古楽譜による唐楽曲の楽理的研究』(2006）

この本では藤原師長撰琵琶楽譜集成『三五要録』5を主な資料として各調

5藤原師長によって平安時代末に撰された『仁智要録｣と対になる資料。
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子の特性を考察するが、同じ撰者による『仁智要録』の調絃や演奏手法に

ついても触れている。遠藤の解読した｢仁智要録』の調絃は、下表の通りで

ある。

上表のうち、壱越調、双調と盤渉調の第一絃は、林謙三が解した調絃と

比べると、オクターブ下になっている。ほかの調絃は林謙三が解明した調

絃に同じである。
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三、『類箏治要｣における調絃

幾つかの先行研究では、『類箏治要』を古楽譜史料として紹介している。

特に寺内直子の前掲書では、『類箏治要』の記譜法と楽曲分類の術語につい

て『仁智要録』と比べながら論述している。ところが、『類箏治要』に記され

た調絃法については触れていない。調絃について言及するのは、山口庄司

｢琴箏の源流と古代の楽理｣6だけである。山口は、『類箏治要』に記された曲

目、楽理、調絃法等について紹介し、これを、箏だけでなく雅楽全般にお

ける楽理の変遷をたどるための重要な資料と位置づけている。しかし、山

口の『類箏治要』に記された様々な調絃法に関する解釈には誤りが多く、

また、記事に脱落のある箇所についての検証はことこどく避けられてお

り、巻第四｢調子品下」についても論述していない。総じて十分な検証が為

されているとはいえない。本論文では『仁智要録』の調絃法を参考にしな

がら、『類箏治要』巻第三「調子品中｣、巻第四「調子品下」に記載される

種々の調絃法について考察していく。

l.巻第三｢調子品中」における調絃

巻第三には、A調様､B立箏柱様､C箏調合五音様､D七声・十二律図、E

五音､F立柱次第、G絶対音高による調絃、以上七つの調絃法が記述されて

いる。巻第三の構成は下表の通りである。山口は、CとD、およびFとGをそ

れぞれ一つのまとまりとみなしている。なお、表中の〔 〕は､筆者による仮

称を示す。

6「楽道』596号5-10頁1992
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A調様五ヶ條 調様1「已上壱越調、双調用之､若黄鐘調」

調様2「已上盤渉調二易ﾃ秘蔵云々」

調様3「已上大食調用之」
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調様4「已上律平調、黄鐘調、盤渉調用之」

調様5

B.立箏柱様 平調律｢笛平調、黄鐘調、盤渉調用此調云々」

(※四つの演奏手法の説明が挟まる）

大食調

盤渉調律｢秘蔵之云」

壱越調呂｢笛壱越調、双調用之」

C.箏調合五音様 律｢合笛平調、黄鐘調、盤渉調」

呂調｢合笛大食調」

律調｢合笛盤渉調」

呂調｢合笛壱越調、双調」

D. [七声・十二律図〕 平調｢已上律」

大食調｢已上呂ﾆﾊ取絃元之」

盤渉調｢已上律」

壱越調｢已上呂取絃元之」

E.五音 律

呂

F.立柱次第 律｢平調、盤渉調、黄鐘調同之」

呂｢壱越調、双調井高麗同之」

G. [絶対音名による調絃〕 壱越調｢呂柱二前､律柱一前、下壱越調」

平調｢律柱一前」

大食調｢呂柱如平調一前､律者同平調」

双調｢呂柱如壹越調之呂二前」

黄鐘調｢律柱四前、呂柱同前」

呂

盤渉調｢律柱如壹越調之呂二前」
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Aの終わりに､ ｢延喜聖主化人傳在之云々 旧記可尋」という記述がある。

これについて、山口は、「孫賓の50年ほど後に渡来､帰化した唐人が伝えた

という、調絃5種を表わす｣7と解説している。しかし、「延喜聖主化人」を

｢延喜年間に帰化した唐人」と解釈した理由が判然としない。これは琵琶の

秘曲伝授の説話と同じように、唐から来た霊が醍醐天皇に伝えたという説

話的な伝承を受けたものと考えられるのではないか。

DはA､B､Cのようには名称が記されていないが､Cとは違う調絃法を表

していることが明らかである。そのため、筆者はCとDを分けて説明して

いく。

次に、以上の調絃を一つずつ詳細に検討していく。

A調絃五ヶ條調様

Al.調様

r

三四五

徴羽宮

七八九十斗為巾

角徴羽宮商角徴

已上壱越調双調用之､若黄鐘調

六
商宮宮

この調絃は壱越調(主音d)、双調(主音g)に用いられるという。「若黄鐘

調」とあるので､水調(主音a)にも用いられるかもしれない。なお『仁智要

録』における調絃と比べて見ると、箏壱越性調に等しい。五声の配置は

｢宮・商・角・・徴・羽・・宮」となっている。それぞれの調絃は下記の通

り8。

7｢琴箏の源流と古代の楽理(五十)｣『楽道』596号5-7頁1992

8双調と黄鐘調の調絃は、ト音記号の五線譜に収めたので、実音の場合もあれば､予想さ

れる音よりオクターブ高くなっている場合もある。ト音記号の左側に「＊」を記した調

絃は、実音よりも1オクターブ高<表記してある。
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四 五 六 ，七 〈八 ：九 十 ，斗 為 巾－，： 二
一

一

一

一
一
一
口
口

壱越調

双調＊

水調＊

A2.調様

七八九十斗為巾

角徴羽宮商角徴

已上盤渉調二易ﾃ秘蔵云々

六
商

三 四五

羽宮

一
一

一

徴宮徴

この調絃は盤渉調(主音b)に用いられるというが、「秘蔵」ともあり、

『仁智要録』における箏盤渉調とは異なっている。なお、B3｢盤渉調律秘蔵之

云」とある調絃が『仁智要録』と同じ調絃と見られ、そこでは二七は乙と甲

(完全四度)の関係となっている。故に、ここでの角音も、通常の長三度よ

りl律高い｢律角」(完全四度)と見ておく。実際の音高は以下のようにな

る。

一
ハ 七 ：八 ：:九 十 斗 シ為 巾露 五

一
心
一

一 墨

徴富： 徴 羽 宮潟角:: 徴 羽:： ：宮& 濁角 徴
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A3.調様

四五六七八九十斗為巾

角徴羽宮商角徴羽宮商

已上呂大食調用之

商徴宮

この調絃は大食調(主音e)に用いられる。『仁智要録』における箏大食調

と同型である。

実際の音高は以下のようになる。

四 五六￥ 七） 八 ’九十 斗 ′為 伽：廻一
’
一
一

徴 宮商角： 徴 ：羽： ：宮商: 角 徴 羽宮 商

A4.調様

四五六七八九十斗為巾

角徴羽宮商角徴羽宮商

已上律平調、黄鐘調、盤渉調用之

徴宮商

この調絃は律の平調、黄鐘調、盤渉調に用いられる。この三調における

角の音高は、師長の七声(角を短三度とする）におくと、それぞれg､c､。を

あたる。しかし、半音を含む調絃を用いて演奏するのは困難であるため、

ここでの角は、全音高い律の角(完全四度）と考えるべきだろう。そう考え

ると、この三調の角の音高は、a、d、eをあたる。この調絃の五音構造は、

宮・商・・角・徴・羽・・宮となっている。この調絃は、現行の平調に同

じ。
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鴎 壷:： 六 、七： ：八， ：九 ：十 斗為 ：巾､＝ 二 三

平調

黄鐘調＊

盤渉調＊

徴 富麓角徴羽宮商； 角： 徴： 羽富: 薦

A5.調様

二三四五六七八九十斗為

角変 悉一六干上タ 中
口徴 推

簔雲 警伝

巾

まず、七～斗絃の下に注記された｢六｣｢干｣｢上｣｢夕｣｢中」は笛の孔名で

あり、それぞれd、e、9，a，bに対応するものと考えられる。また、七絃

｢六」にさらに｢壱越調｣の注記があり、笛の六(d)を主音(宮）としている

ことが分かる。

なお、六絃の下に注記される｢悉曇蔵｣は、本来はこの五つの孔名につい

ての注記であったものが、あやまって六絃の下に記されてしまったと考え

られる。『悉曇蔵』は9世紀の音韻学の文献である。その巻第二の、笛の孔名

について述べた項目では、六を宮、干を商､上を角(律角)、夕を徴、中を羽

としている9．

他の絃について、一絃の他は、七～斗絃とのオクターブに合わせること

で調絃できる。すると、二絃と為絃はd(宮)、五絃と巾絃はそれぞれa

9『悉曇蔵』（しつたんぞう）元慶四年(880)、天台宗の僧安然著。第二巻で展開した音楽理

論はその後の声明音律の基礎となった。「一二三四五六七孔如ﾚ行。呼為二次干五上タ中

六下一・口六二孔為し宮。此有ニニ條_・謂一越條律差陀條呂士也。（略)干孔為し商即是秋
音。（略)上孔為し角即是春音。（略)タ孔無し徴。（略)中孔為し羽｣(典拠とした翻刻の訓
点を一部変更した)。
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(徴)、e(商）にあたると推定できる。三絃と四絃にある注記については、

次の二つの考え方がある。

一つは、注記の通りに解釈する方法である。オクターブ関係に合わせよ

うとすれば､三絃は本来商音(e)になる。しかし、「角口伝｣と注記があるた

め、これに従うと角(f/f#)になる。dを宮とすると、四絃にも｢変徴｣の注記

があるので、四絃は変徴(9)にあてる。半音を含む調絃が不自然だとする

と、三絃は短三度の角(f)ということになる。すると、三絃(f)、八絃(e)H

にl律の開きが生じる。これは『仁智要録』における箏平調の音程関係と一

致する。三絃をオクターブ関係に合わせる為には、八の絃を｢推」してl律

上げる必要があり、そのための注記が｢推五｣だろう。斗にも｢推T」とある

から、おそらく六、斗絃間にもl律の開きが生じると考えられる。そう考え

ると、六絃の音高は、c(変宮）と推測できる。結果として得られた二絃から

巾絃の調絃は、箏平調をそのまま2律下げたような調絃となっている。

《
ハ 七 八 ：九 十 斗 為 巾鯛 ：玉

･一

一．

▲ー

’
’
一
一

剖 :狸

いま一つは、「角口伝｣は、四に注記された｢変徴｣の隣に追記された注記

であるという可能性である。すなわち「変徴｣のことを、口伝では｢角」と

呼ぶとみる解釈である。そう考えれば、三絃には注記がないことになるの

で、そのまま八絃のオクターブ下の商音(e)を当てることとなる。四絃も、

まずは九絃のオクターブ下の音(9)をあてる。gは主音に対して完全四度

である。これは師長の七声では｢変徴」と呼ばれ、また『悉曇蔵』では｢角」

と呼ばれている。また、完全四度の音を「角」と呼ぶ例は、湛智の著した

『声明用心集｣'0(1233)などにも見られる。

'0天台声明文献。上・中・下三巻。現在伝わるものは、湛智が承久元年から数回に亘っ
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他の調絃についても、オクターブに合わせて行う。すると、以下の調絃

が得られる。

一
ハ 七 八 ；九 ：十 斗、 ；為 命四 五

一
一

一
．

一

一

一

これは、A4で得られる調絃を、そのまま2律下げたものと等しい。A4で

用いられる律用の調絃を、呂で用いようとした実験的な調絃であろうか。

なお、この調絃について、山口は、調名が欠けたり記事に脱落があって、

無理に解読した場合､証明が長くなるという理由で解釈を避けている''。

B.立箏柱様(｢甲乙｣完全五度を用いて調絃する方法）

Bl.平調律笛平調、黄鐘調、盤渉調用此調云々

以二為甲宮調五乙徴以二為乙調四甲変徴以四為乙調六甲変宮以六為乙調三甲角

已上如此調六三ﾉ音ｦ之後､結二三与八中間音三分一ｦ下合用之也

以二調七同音宮 以五為甲調八乙商 以四調九同音変徴 以五調十同音徴

以八為甲調斗乙羽 以七調為同音宮 以八調巾同音商 以五調一同音徴

ここでいう「甲｣｢乙｣は、完全五度と完全四度の音程関係を示している。

｢甲」を基準として、上行する場合完全五度高い音を意味しており、下行す

る場合完全四度低い音を意味している。例えば、「以二為甲宮調五乙徴」とあ

れば､三絃をもって甲(宮E)とし、その完全五度上の乙(徴B)を五絃にあ

てる、ということである。逆に｢以二為乙調四甲変徴」とあれば､二絃をもつ

て書いた覚え書き類を弟子宗快が抄出してまとめたものと思われる。上巻では主とし

て雅楽理論、中巻では声明理論、下巻では人の音楽的器量について述べている。日本

では音楽理論書として、おそらく最も古い時期に属するであろう。ただし、現存する

写本はいずれも部分的に欠落している。（『日本古典音楽文献解題』）

'1「琴箏の源流と古代の楽理(五十)｣『楽道』1992596号7頁。
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て乙(宮E)とし、その完全四度上の甲（ここでは変徴A)を四絃にあてる。

以下同様に、四絃(乙)から六絃（甲、変宮d)、六絃(乙)から三絃（甲、角

G)を調絃する12。「以二調七同音宮｣は、二絃から七絃を同音(オクターブ上、

宮)に調絃するということである。次いで､五絃(甲)から八絃(乙､商#f)、

四絃から九絃(オクターブ上、変徴a)、五絃から十絃(オクターブ上、徴

b)、八絃(甲）から斗絃(乙、羽#c')、七絃から為絃(オクターブ上､宮e')、

八絃から巾絃(オクターブ上、商#f')、五絃から一絃(同音､徴b)を調絃す

る。結果、以下のような調絃が導かれる（甲乙の関係にある二つの絃を矢

印でむすび、うち、甲にあたる絃に「甲」を記す)。

麟 五穴… 七 八 《九十 斗 ：為 巾三
一
．
ロ
ー

一
い

徴宮角変徴徴変宮宮商変徴徴羽宮商

結果得られた調絃は､『仁智要録』に記された箏平調と同じものである。

ただし、調絃の手順は異なる6また、『仁智要録』における「平調」は短3度

を用いる調絃法であるが、上述の調絃は、すべて完全五度と完全四度のみ

で得られている'36

'2「已上此の如く六・三の音を調ぶるの後、結びに三と八中間音三分一を下に合わせて

之に用ゐるなり」とあるが､判然としない。しかし、以下｢以二調七(以下略)」の記述

に残り全ての絃の調絃法が記されているため、これを無視しても調絃は可能である。

なお、山口は｢6．3ノ音ヲ之の後に結上3を与える。8に中(あた）る間（ところ）ノ音

は､3分ノ1を下(そこ）に合(あわ)せ用いる也」と読み下しているが､それ以上の解釈

には至っていない。

'3『糸竹口伝』に｢平調ノ柱ノ時三ノ絃ヲタツル秘事アリ。絃合ニナシ。其秘事ニハ以ﾚ四

ヲ合し六二以ﾚ六ｦ合ﾚﾙ三也・人不し知事ナリ｡｣(『群書類聚』19254頁)とあるのは、この
調絃法を指していると考えられる。

38



国際日本学論叢

B2.大食調

以二為甲調五乙以五為甲調三乙以三為甲調六乙以六為甲調四乙

二七同音三八同音四九同音六斗同音七為同音八巾同音

此調律三四九六此四絃ヲユルカシ替也

この調絃法には、一絃の合わせ方が記されていないが､他の絃について

は、Blと同様の方法で記述されている（ただし、七声に関する注記はな

い)。その後に｢此調律三四九六此四絃ヲユルカシ替也」とあるのは、Blの

調絃から、三、四、六、九絃を｢ユルカ（緩が)」す(半音下げる）という別の

調絃法を示している。これにより、一絃はB1の調絃と同じであると考えら

れる。

《
ハ 七: ：八 ’九 十 斗 為嫌露 五－； j二

｜
ロ
一
一

その結果得られる調絃は、『仁智要録』における箏大食調に同じであり、

またA3の調絃とも同じである。

B3.盤渉調律秘蔵之云

以二為甲調三乙以三為甲調六乙以六為甲調四乙以二為乙調七甲

二七同音 三八同音 四九同音 五十同音 六斗同音 七為同音 八巾同音

2行目の｢二七同音｣は｢二五同音｣の誤写であろう。この調絃にも一絃を

載せていない。ほかの調絃は、Blと同じ方法で解明できる。
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空
ハ 七 ：八: ”《九 “＋＃ 斗 為噸鴎： 五ー 墨 墨

甲

その結果得られた調絃は、A2で｢秘蔵」とされた調絃と同じである。

B4.壱越調呂笛壱越調､双調用之

以二為甲調三乙以三為甲調六乙以六為甲調四乙以四為甲調七乙

二五同音 二同音 三八同音 四九同音

五十同音 六斗同音 七為同音 八巾同音

これも、Blと同様の方法で調絃法が記されている。

…－＃ ’二 1塁 ＃四誼i :"X -;七； 八… ：九 ：十： 斗 ：為 ：卵

甲

結果得られた調絃は、『仁智要録』の箏壱越性調と同じで、またAlとも

同じである。なお、以上Bl～B4四つの調絃について、山口の研究では、B4

が略されているが、それ以外では同様の結果を得ている。

C.箏調合五音様

この項に記されているのは、箏の調絃によって各調子の構造を理論的に

説明しようと試みたものと思われる。非常に実験的な理論であって、矛盾

点も多い。
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Cl.平調律合笛平調､黄鐘調､盤渉調

二七為宮八巾商三商律四九角律一五十徴斗羽六羽律如次平黄盤

已上此調中又具六調、謂准平調位者､下双黄獺害也、

委欲知之者於十二律､旨廻配五音位所知之、

但此中上元調ﾊ不具乙音価非調子歎。

箏平調（『仁智要録』箏平調、Blと同じ)の調絃から、七つの調子を見出

そうとする試みである。この項の調絃は、二七為を宮平調(e)とし、八巾

を商下無(#f)とし、三を商律(長三度)双調(g)とし、四九を角律(完全四

度)の黄鐘(a)とし､一五十を徴盤渉(b)とし、斗を羽上無(#c)とし、六を

羽律壱越(d)とするというものである。三と八､三と巾、六と斗の間にl律

の開きが生じる。これは、『仁智要録』における箏平調の特徴に合う。そし

てこの調絃に含まれる七つの音をそれぞれ主音として、平調(e)、下無調

(#f)、双調(g)､黄鐘調(a)、盤渉調(b)、上無調(#c)、壱越調(d)の七調が

備わっているというのである。ただし上無調については、「上元調ﾊ不具乙

音価非調子歎｣とあって、乙音(属音)である#gを含まないことを理由に、

これを調子とする説に疑いを示している。

確かに、宮、商、商律、角律､徴、羽､羽律の七音によって、主音をずら

していくと、七種の音階が取り出せる。しかし、#cは黄鐘調の構成音では

ないし、gも盤渉調と壱越調の構成音ではない。実際にこの理論に適合す

るのは平調と双調(宮調)のみである。下無調、上無調については不詳であ

る。
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C2.呂調合笛大食調

六斗羽二七為宮 三八巾商 四九角呂 一五十徴

已上此調中又具四調、謂下双盤上是也、

准之可知、但此中双調ﾊ無乙音価非調子。

箏大食調（『仁智要録』箏大食調、B2と同じ)の調絃から、五つの調子を

見出そうとする試みである。二七為を宮(e)とし、三八巾を商(#f)とし、

四九を角呂(長三度、#g)とし、一五十を徴(b)とし、六斗を羽(#c)とす

る。この調絃に含まれる五つの音をそれぞれ主音として、大食調(e)、下無

調(#f)、双調(#g)、盤渉調(b)、上無調(#c)の五調が備わっているという

のである。しかし、双調の主音は本来gであり、この五音に含まれていな

い。また、但し書きには、ここの#gを主音とする双調には乙音である#dが

ないことにより、これを調子と認めていない。

大食調e･#f ・ #g･ ．b･#c・ e

下無調 #f ・ #g．･ b･#c･ e･#f

双調 #g･ ･ b ・ #c ・ e ・ #f ･#g

盤渉調 b ・ #c･ e･#f・ #g･ ･ b

上無調 #c･ e ・ #f ・ #g．･ b・ #c

42



国際日本学論叢

C3.律調合笛盤渉調

二五十宮 六斗商 七為角 一三八巾徴

已上此調中又具四調､謂一平下黄是也、

准上可知、但黄鐘調ﾊ無し音価非調子。

四九羽

箏盤渉調（『仁智要録』箏盤渉調と同じ)の調絃から、これまで同様の方

式で、五つの調子を見出そうとする試みである。二五十を宮(b)とし、六

斗を商(#c)とし、七為を角(e)とし、一三八巾を徴(#f)とし、四九を羽

(#g)とする。Clと同じく、この角も宮音の完全四度上の、いわゆる律角で

ある。

これも、この調絃の構成音である宮、商、角、徴､羽の5音によって5種の

音階を導くことができる。しかし、実際にこの理論には盤渉調しか当ては

まらない。商(#c)を壱越調とし、羽(#g)を黄鐘調とするのが不審｡前者

は#cをdに、#gをgに改め、後者は#gをaに改めることで、一応壱越調と黄

鐘調(正しくは枝調子の水調)の構成音にあてはまる。但し書きには、黄鐘

調には乙音(属音)である#dがないことによって、これを調子と認めてい

ない。

盤渉調b・#c ・ ’ e ・ #f・#9．･ b

壱越調 #c･･ e ・ #f・#9．･ b･#c

平調 e･#f・#9･ ．b ・ #c ・ ・ e

下無調 #f・#9．．b ・ #c ・ ・ e ・ #f

黄鐘調 #9．･ b･#c ・ ・ e ・#f ･#9

ｰ
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C4.呂調合笛壱越調､双調

一二五十宮 六斗商 七為角呂 三八巾徴 四九羽

已上此調中又具四調、准壱越調位者平双黄盤也、

准上可知、但双調ﾊ無し音価非調子。

箏壱越性調（『仁智要録｣箏壱越性調、Al、B4と同じ)の調絃から、これ

まで同様の方式で、五つの調子を見出そうとする試みである。この調絃

は、一二五十を宮(d)とし、六斗を商(e)とし、七為を角呂(長三度､#f)と

し、三八巾を徴(a)とし、四九を羽(b)とする。

これまで同様、この調絃の構成音である宮、商、角呂、徴、羽の5音に

よって5種の音階を導ける。しかし、#fは双調の五音にあてはまらない。他

の四調はこの理論にあてはまる。但し書きには、双調(#f)には乙音である

#cがないことによって、これを調子と認めていない。

壱越調．. e･#f ･ ・ a･b ・ ・ d

平調 e ・ #f ・ ・ a･b ・ ・．. e

双調 #f ・ ・ a ．b ・ ・ d･e･#f

黄鐘調 a ．b ・ ・．．e･#f ・ ・ a

盤渉調 b･･d･ e ・ #f･ ･ a ・ b

以上Cl～C4四つの調絃には｢商律｣、「角律｣、「羽律｣、「角呂｣のような表

記が用いられている。これについて、「今まで知られていなかった合理的

階名、平安中、末に宮・・商律・角律・徴・・羽律．．という型が発明さ

れ用いられていたことが分かった｣'4と、山口氏は指摘している。しかし、

｢商｣、「羽｣、「角」に｢律｣｢呂｣の注記が混入しただけの可能性もあろう。

14｢琴箏の源流と古代の楽理(五十)｣｢楽道』1992596号9頁
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D.十二律図

時計の文字盤のように、十二律を12方向に小さい｢○｣で示した図であ

る。十二律のそれぞれがそれぞれの｢○｣に置かれ絃名や押手で得られる

音律に関する注記が付いている。以下､左側に原図を、右側には筆者の解

釈によって書き改めた図を示す。右図の根拠となる誤写の指摘や解釈は両

図の下に順に記す。

D1.平調

ル

灘
四
九
浅
押

呂
変
徴

緋
』九 価

。‘ ，｡､,認1 験
べ‐

毒

秀肇鞠侮

やき☆

宮浅押
押調

由

二
七
為

已上律

上図について七声の順に解釈していく。

・図の｢深押｣、「浅押｣は左手で絃を押さえることによってl律、もしく

は2律高い音を得るということを表す。

・図に｢変山｣｢変ウ」とあるのは、それぞれ｢変徴｣｢変宮」の略字と思わ

れる。ここで徴と変徴との間に書かれている「呂変ウ」はおそらく「呂

変山｣の誤写である。

・宮(e)となっている七と為に左手の演奏記号となる「由」とある。これ
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は､七と為絃を揺ることで音を変化する演奏法を示す可能性が考えら

れる。

･商(#f)は原本では二つの｢○」の間にあるが、実際には角の右隣の

「○」に位置すると考えられる。「八巾」の｢深押」によって、本来の七

声である角(#g)(呂角)が得られる。

･角(g)のところにある「三律｣の注記は、ここの角が律の角であり、本

来の角より、半音下の音であることを示している。したがって、l律上

に｢或三深押律」とあるのは、「或三浅押律｣の誤りである。

･徴(b)となっている五十に宮と同じように左手の演奏記号となる「由」

とある

･羽(#c)にある｢押変山」は、羽を押すと、変宮の音を得るということ

である。これも「変ウ」の誤写であろう。

･宮と徴、商と羽を結ぶ線は、甲乙(完全五度)の音程関係を示してい

る。

以上により、Dl.平調の七声と調絃は下記の通り。

宮(e)・商(#f) 角(g) ･変徴(a) ･徴(b)・羽(#c) ･変宮(d) ･宮(e)

結果、『仁智要録』における箏平調の調絃に同じである。
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D2.大食調

齢
識
叩
団
鰯

匙
塁
噌
溌
猟
慰
感 {〈六

塁

〈毎

◎
二
七
為

尾

'穂

已上呂ﾆﾊ取絃元之

図の解釈は下記の通りである。

・大食調(主音e)なので二七為は宮(e)となる。

・商(#f)の三八巾に｢深押同角呂」とあるため、絃を押すことで､全音

高い角(#g)を得る。

．「呂変ウ」はDlと同じ、「呂変山」の誤りである。「四九深押」とあるた

め、四九絃を押すことで､全音高い変徴(#a)が得られる。

・一五十は徴(b)となっている。

・羽となっている六斗にある「深押」は､本来は変宮の位置にだけある

べきであるため誤写であろう。

．「変山」に｢六斗深押」とあるが、六斗絃を押すことで、全音高い変宮

(#d)を得る。そのため、「変山｣は｢変ウ」の誤写である。

．「已上呂ﾆﾊ取絃元之」という注記によって、この調絃は呂の調で、「取」

という手法がないことがわかる。
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･完全五度の関係にある商→羽、角→変宮、徴→商、羽→角が線で結ば

れている。

以上により、D2.大食調の七声と調絃は下記の通りである。

宮(e) ･商(#f) ･角(#g) ･変徴(#a)徴(b)･羽(#c)・変宮(#d)・宮(e)

結果、「仁智要録』における箏大食調に等しい。

D3.盤渉調

箇
典
職
郡

鐸
◎目長

葦職赫 殿堂型

雲 二
五
十

h，

已上律

･盤渉調(主音b)なので､二五十は宮(b)となる。

･六斗は商(#c)となる。

･七為は角となっている。原図の角は､宮との音程関係は長三度である

が､C3を参考にすると、宮と角は四度関係となっていることが分かる
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ので、ここの角は本来の角より一律高い角(e)、つまり律角と推定で

きる。

･一三八巾は徴となる。原図には、対応するべき「○｣とずれている。

･原図には羽となっている絃名が示されていないため、私に補った。

完全五度の関係にある宮→徴、商→羽、完全四度の関係にある角→宮、

商→徴の間に線で結ばれているため、この図で表している律の盤渉調の五

声と調絃は次のようになる。

宮(b)･商(#c) ･・角(e) ･徴(#f)・羽(#g) ･ ･宮(b)

この調絃は、A2の調絃に同じく、秘伝の調絃である。

D4.壱越調

鞠

肇曇遁黛鈍
笥長震

ゞ鐸栽;

拳
：動：

五

十
由

已上呂 取絃元之

この図は壱越調に用いられる調絃を示している。
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｢類箏治要』における箏の調絃について

･壱越調(主音d)なので､宮(d)となる。十に左手演奏手法の｢由｣がある。

｡商(e)となっている六斗に｢深押同角呂」とあるため、押すことで二律

高い角(#f)を得る。

･角(#f)｢七為」に｢深押同変山(変徴)呂」とあって、押すことで二律上

の変徴(#g)を得る。「変ウ(宮)」は｢変山(徴)」の誤り。

･三八巾は徴(a)となっている。

･羽(b)｢四九｣に｢深押同変ウ(変宮)」とあるため､押すことで二律上の

変宮(#c)を得る。

･七声を結ぶ甲乙(完全五度)の音程関係を示す線がない。

以上で得られる壱越調の七声と調絃は以下のようになる。

宮(d) ･商(e) ･角(#f)・変徴(#g) 徴(a)・羽(b)・変宮(#c) 宮(d)

結果、『仁智要録』における箏壱越性調に同じである。

以上四つの調絃のうちD2とD4の図に「已上呂取絃元之」とあるが､他の

十二音図には｢取｣｢緩」などの記述はなく、本来あったかどうかわからな

い。また、最後に｢平調盤渉調黄鐘調已上三律､壱越調双調已上二呂、大食

調半呂半律」という記述によって、もし、「取」という手法があれば､D2に

示している呂の大食調を｢律｣になれることが考えられる。

この調絃法について、山口は、具体的に分析していないが、『鵲源紗』'5に

'5第8巻．図々云事の条・『鵲源紗｣は16世紀初頭、豊原統秋(1450-1524)によって編まれ

た総合的楽書。
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ある笛穴音を付加したこの十二律図と同じ図を掲げ､室町中期にDl箏平

調とD3盤渉調の調絃が生き続けていたことになると述べている160しかし、

調絃説が伝存するかどうかということと、その調絃が生きて実用されてい

たかどうかという問題は、分けて考えなければならない。

E.五音

E1.律

黄一
鐘越
調調

四五六七

角徴羽宮

平
調 双

調
三
商

八九十斗為巾

商角徴羽宮商徴宮

律の調絃(=A4)に五声をあてたものである。また、二絃に｢平調｣、三

絃に｢双調｣、四絃に｢黄鐘調｣、五絃に｢壱越調」と注記されている。この調

絃の五声は、宮(e)・商(#f)・・角(a)･徴(b)・羽(#c)･ ･宮(e)とな

る。したがって、三絃に注記された｢双調」は｢下無調｣、五絃に注記された

｢壱越調｣は｢盤渉調｣の誤写であろう。この調絃はA4平調の五声構成と同

じである。

二
宮

岨
一
宮

Ｅ

六
商
七八九十斗為巾

角徴羽宮商角徴

一
一
一 四五

羽宮徴

この調絃は、『仁智要録』における箏壱越性調の五声構成と同じである。

16｢琴箏の源流と古代の楽理(五十)｣『楽道』1992596号10頁
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F.立柱次第(｢甲乙｣による調絃法その2、「由｣｢推｣｢取｣の分類）

「B.立箏柱様｣に記された甲乙による調絃法を、左手の技法による音高の

変化を交えて説明している。

Fl.律平調盤渉調黄鐘調同之

音
七

局
脚
一
一

甲乙 甲乙 甲乙

二五由 二一 一五

甲乙 同音 同音

五由八推四九取 五十由

由須留緒五七十為

於須緒八斗巾

須留緒六九

上
三

タ
四

取
由

六
音
為

三
同
七

甲乙

八斗推
甲乙

十由巾推

「由須留緒｣(＝由する緒)は｢由」に、「於須緒｣(＝推す緒)は｢推｣に、「須

留緒｣(＝取る緒)は｢取｣'7に対応している。

四 五 六 七 八九 蝋： 斗掻為職 巾擢：､跡取 、難取

一
一
守
一

一. :

平調

この調絃は、「仁智要録』における箏平調と同じである。

'7「須留緒｣は｢するお」と読めるが､箏に｢する」という技法は無い。ここの｢須｣は｢頭」

の誤写であろう。「頭留」を「とる」と解釈した。
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F2.呂壱越調双調井高麗同之

同 音

一二五由

同音

四九推

由

音
八

同
三

乙
三

甲
五

甲乙

六四

推

乙
六
音
斗

甲
三
同
六

甲乙

四七推

同音

八巾由
同音

五十由 推

音
為

同
七

鴎 五 六 七： 八駒； 九職 “十磁： 斗磯 為撚噸由由 推

一
一
、
一

1■■■■

－

－

壱越調'8

甲

この調絃は、「仁智要録｣における箏壱越性調と同じである。

G. [絶対音名による記述〕

Gにおける調絃は絃名右傍に記している参照絃を基準にし、同音、甲乙

などの音程関係によって音高を求める。起点となる二絃には参照絃の注記

がない。また、下に日本の十二律名の略号を用いて絶対音を表している。

Gl.壱越調呂柱二前律柱一前下一越調

「呂柱二前律柱一前」とあるのは、呂の調絃が2種類(a､b)、律の調絃

が1種類(c)ということを意味していると思われる。「下一越調」と記され

ている意図は不明。

18呂の調絃に｢推｣の場合、2律高い音高になるため､、五線譜の推す音に「＃」が脱落し
ている。
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a､上壱越調

くり
蕊
Ⅶ
〆

蝋
ハ捲九

鴎

ａ

。

■

己

、

一

・

一

一

‐

神

．

ノ
；

七
四

一
ハ
三

五
一
一

鱒
六

三
五

ロ
ー
◇
。
一一

五

壷臺、 黄： 盤； 壷 ：平 下黄： 盤臺 平 下 黄

是号上壱越調、又壱越性調ト云

この調絃は、『仁智要録』における箏壱越性調に等しい。

b.下壱越調

盤： 壷 ：平 下責盤豊平 ：下‘ 黄 盤 壹 平；

F喜幸悪一支昊鼠司

＊

この調絃の音列は『仁智要録』における箏壱越調に同じである。構成音

はaと変わりないが配置が違っている。

c､律

＊

黄豊 勝： :双； 黄 神 壷‘ ：平 双黄 ：盤壷平

この調絃は『仁智要録』の箏平調に等しい。壱越(d)を起点にしながら、

唐の羽調音階の特徴と一致する。日本では用いられない調子である。
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G2.平調律柱一前

一
ハ
ー
ニ

七
悪； ﾉ農 、為Ⅲ 捲斗《Ⅳ 為篭卿崇酸 五二

一

二 三
鴎

一

五

盤: 平双＆ 黄 ：盤

『仁智要録』の箏平調に同じ。

壹 平 ：下 黄 ｛盤 上 ：平 下

G3.大食調呂柱如平調_前律者同平調

《
ハ
三

七I
：二 遜〆 増蕊■ ：建？■ 屯（鱒

六
五

ニニ
八

三

一
・
一 墨

五

一

五

盤： 平 …下《 ゞ鍵、 盤 上 ：平 下 鳧盤 上 平、 下

高麗壱越調此調也

『仁智要録』の箏大食調に同じ。「呂柱如平調一前律者同平調」とある

のは不詳。「D.十二律図」に記された｢大食調半呂半律」と関係があるか。

なお、「高麗壱越調此調也」とあるのは、この調絃が高麗楽で使われること

を意味する。高麗楽は通常の笛よりも二律(長二度)高い高麗笛を使用す

るため、表示された調よりも二律高い音階となる。すなわち、高麗壱越調

の主音はEであり、この調絃と一致する。

G4.双調呂柱如壱越調之呂一前

a､呂

＊

双 も:双豊 平 ：双 黄 盤 壹:： 平 双 黄： 雛 豊
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主音は異なるが『仁智要録』における箏壱越性調の柱の並びに同じ。

b.律の調様

＊

双 双登‘ :平 双 蕊 神豊 勝 双 黄 神 豊

以上四絃律ノ調ノ時、一律ツ、カル也

この調絃は、呂の調絃と比べると、六七九為絃が一律高い。「以上四絃律

ノ調ノ時、一律シ、カル也｣はこれを示している。Gを主音とする羽調音階

を想定した調絃か。これも日本では用いられない調子である。

G5・黄鐘調律柱四前呂柱同前

a､律

《
ハ
三

七
二 五 画： 、掻 斗入八 ：:九 γ為と 巾＋四

二

五
二

二 三:
鴎

一

五

＊

平 黄 神壷： ：:平双 黄盤壼 平 下 黄 盤

主音は異なるが､柱の並びは『仁智要録』における箏平調に同じ。

b.呂

溌噌誤→ ■蕊■ @《四1
六

一
ハ
三

七：
．二

五；
二

八
，三

霊
壷

一
■
■
一

一口.

五

＊

平 黄盤:： 上 平 下 黄盤 上 ：平 下， 黄 盤
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主音は異なるが､柱の並びは『仁智要録』における箏大食調に同じ。「律

柱四前呂柱同前｣は明確な意味は不明だが、G4の調絃と同じく、四つの

絃(三四六九)を一律下げることで､律呂を変化させることを示している

と考えられる。

G6.盤渉調律柱如壱越調之呂二前

＊

下′ ､盤： ，豊 平 下 黄 盤 上、 ‘平 下・ 鳧§ ：盤 上

主音は異なるが､柱の並びは『仁智要録』における箏平調に同じ｡｢律柱

如壱越調之呂二前｣が意味するところは不明。

2.巻第四｢調子品下｣における調絃

巻第四｢調子品下｣には、以下の四つの調絃が記されている。

図
図

通
通

相
相

／
／

図
図
図
図

通
通
音
音

相
相
五
五

／
／

図
調
図
調

音
商
音
陰
調
調

五
金
五
商
律
陰

呂
調

調
調
調
性

越
陽
陰
越

壱
坤
坤
壱

Ｉ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

五音図には、『仁智要録』の調絃法と同じく、絃名に五音名を表記してい

る。相通図は、巻第三｢調子品中」に記されている「立箏柱様｣のように、甲
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乙(完全五度)の関係によって調絃する方法である。金商調と商陰調は、そ

れぞれ坤陽調、坤陰調の相通図から得られる調絃である。

まず、以上四つの調絃を具体的に検討していく。なお＄調絃の間に幾つ

かの独奏曲を挟んでいるが､本論では特に言及しない。

I.壱越調呂

五音図

十 斗

五笛六笛
与夕与中
同 同

六
雌
中

七
判
卯
鮴

九
雌
躯
同

為
燗
扣
鮴

巾
雌
軒
同

三 四五

商笛角笛徴笛
干五 夕

二
舗
口
六

八
謝
軒
同

一

羽笛
音中

取
ヵ
推
音

変
宮

変推
徴音

相通図

乙
音

甲
同

三
十

五
五

乙
音

甲
同

五
九

二
四

幸
日〈

ロ
龍

二
八

以
三

乙
音

甲
同

六
斗

一
ニ
ー
ハ

六四甲乙二七同音

七為同音八巾同音
ロ ー

ノ、一同音

この記載より、以下のような調絃を得る。この調絃は、『仁智要録』にお

ける箏壱越調と前述の巻第三｢調子品中」におけるGlbの調絃と同じであ

る。

六 七 八九 十ｹ 斗 為 巾四》 ：五
｜

一

一亨一： 二

＊

画
六

車
小 子 土” 夕 中 予 迩､‐ 夕:“ ：中： *画

.…‘

ノ、

子鰹
六
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Ⅱ､坤陽調

na.五音図／相通図

五音図

四 五 六 七八九 十 斗為

音徴音羽音宮音商音変 音羽音宮音商
徴

推 変推 推
宮音

巾
醗
徴

三
変
徴

二

音商

一

宮
横
笛

六
孔

相通図柱立様難有両説､就面授注図

幸
日

音
十

七
細
抑

二
商
調

錦
織
鋼

音

乙

同
由
甲

鵬
一
帖
偶

弥
以
音
以

釧
梢
榊
鐸

罹
舵
商
調

三
商
金
商

一
口
金
確
金

以
極
又
同音

音
迩
部
糾

五
合
三
五

二
二
以
以

調
以
音
音
音

商金
音
八
斗
九

罹
二
繩
捌
細

四
三
商
商
商

合
鯛
金
金
金

叶
金
甲
甲
同

甲
推
押
又

音
一
七
十
巾

合
口
今
口
谷
口
今
ロ
今
ロ

一
二
四
七
八

以
以
以
以
以

坤陽調は、五音図によると、一絃に｢横笛六孔」とあり、宮を｢六｣(d)と

する調子である。二絃に｢商音｣(e)、四絃に｢徴音｣(a)、五絃に｢羽音｣(b)

とある。三絃(変徴)の音高は、相通図に｢以一合三甲乙下」とあるのを､一絃

から完全四度上のgと解釈した。従って、この調絃の構成は、「宮(d)商(e)

変徴(g)徴(a)羽(b)」となっている。

角と変宮の音高は､七十為巾の注記にある｢推｣の手法で得られる。七為

を押して得られる角をf(短3度)ととれば羽調、#f(長3度）ととれば商調か

徴調と考えられる。角を#fと取る場合､十を押して得られる変宮をc(宮か

ら短7度）ととれば商調、#c(宮から長7度）ととれば徴調である。下記｢金

商調」との関係を考えれば、商調と考えたいところである。具体的な調絃

は、以下のように推定できる。
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＊

謹 ，獺､農宮

なお、相通図に｢以二合一甲乙｣とあるが､五音図では一絃が宮､二絃が商

となっているため、実際には長二度の音程関係にある。したがってこの箇

所の記述は誤りであると思われる。この時点ではまだ二絃は調絃されてお

らず、「以二」とあるのは不審。調絃の順序としては「以四合二甲乙金商調

五三音」とあってほしいところである。

nb.金商調

一
ハ 七 八 ：九 十 斗為 巾四 ’1五

一
一
阜
一

一
口
一

一

口＊

この調絃は、坤陽調の相通図から得られる調絃である。具体例でいう

と、「以一合四甲乙金商調二五音」とあれば､坤陽調の一、四絃がそれぞれ金

商調の二、五絃に対応する。

相通図に従い、坤陽調の一～為を金商調二～巾にあてると、二調の構成

音は全く同じである。一絃は相通図にないが､続く独奏曲の用法から、六

絃と同音とみる。また、相通図には八巾に｢又」という注記を加えている。

これは、「取」とv了う左手の演奏手法を表したものと考えられる。
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Ⅲ､坤陰調沙陀調異名也､亦号阿修羅声､沙陀力調

ma.坤陰調五音図／相通図

五音図

六 七八九 十 斗為 巾

宮音音商音角音徴音羽音宮音商音角

変推 変推
徴音 推 徴音

三

音角

四 五

音徴音羽

変推
宮音

一

一

音宮音商

相通図

幸
日
立
日

七
十
巾

二
五
八

調
調
調

陰
陰
陰

商
商
商

幸
日
幸
日
立
日

同
同
同

音
六
九
為

一
二
〈
ロ
ヘ
ロ
ヘ
ロ

五
一
四
七

調
以
以
以

陰商
音
音
音

窕
四
九
為

二
六
四
七

合
調
調
調

四
陰
陰
陰

以
澗
調
調

甲
同
同

音
三
八
斗

五
合
合
合

二
五
三
六

調
以
以
以

陰商
音
音
音
音

窕
六
八
斗
九

四
三
三
六
四

合
蹴
蹴
餓
蹴

俳
凋
鋼
調
調

甲
同
同
同

音
五
七
十
巾

谷
口
〈
口
谷
口
公
口
谷
口

一
二
二
五
八

以
以
以
以
以

この調絃は音高が指定されていないが、「沙陀調異名也」とあるのにした

がって、宮をdとする。故に、この調絃の構成音は、宮(d)-商(e)-角(#f)-

徴(a)-羽(b)となる。変徴は角音である三八巾を押して得られ、変宮は羽

音である五十を押して得られる。「沙陀調異名也」とあるのにしたがって宮

調とし、変徴を#g、変宮を#cととる。この調絃は、下記の五線譜の通りで

ある。

ｌノセー
ハ五四

一
一
．
一

一

一

＊

醸 〆認:蕊富、 藩
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mb.商陰調

鴎： 五 六 :七： 八 九 十〃 斗 為 巾
一
，
一

一
一

.~－

＊

この調絃は、坤陰調の相通図から得られる調絃である。相通図に従い、

坤陰調の一～為を商陰調二～巾にあてる。一絃は相通図にないが､続く独

奏曲の用法から、六絃と同音とみる。結果的に『仁智要録』の箏壱越調と巻

第三｢調子品中」におけるGlbの調絃に同じである。

Ⅳ､壱越性律調

Wa.壱越性律調五音図／相通図

五音図

四 五 六 七八九 十 斗為 巾

音角音徴音羽音宮音商音角音徴音羽音宮音商

変取 変推 変推 変推
徴音 宮音 徴音 宮音

三

音商

一 二

音羽音宮

相通図二七為/宮声三八巾/商声四九/角取推変徴五十/徴一六斗/羽声推変宮

音同
一
ハ

〈
口以

乙甲

窕
斗

一
ハ
〈
ロ

合
八

三
以

以
乙甲

乙
十

叫
合

合
七

二
以

以
乙甲

乙
九

一
一
寺
谷
口

今
ロ
ー
ハ

ニ
以

以
音
音

同
同

乙
八
巾

遥
合
合

合
三
八

二
以
以

以
音
音

同
同

音
七
為

合
口
〈
ロ
ヘ
ロ

ニ
二
七

以
以
以

相通図に続く《絃合》に｢二以合音笛口孔」とあるのに従い、二絃(宮)を

dとする。この調絃の構成音は、「宮(d)商(e)角(#f)徴(a)羽(b)」とな

る。四絃に｢取音変徴」とあるが、オクターブ上の九にある「推音変徴｣が

正しく、「取｣は｢推｣の誤りであろう。
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この調絃は、次の五線譜の通り、『仁智要録』における箏壱越調に同じ。

｢相通図」とあるが､対応する調絃の記載がない。また、相通図に｢以二合

三甲乙｣、「以二合四甲乙」と記載されているが、二絃(宮)、三絃(商)、四絃

(角)の音程関係からして、この記述が誤りであると思われる。

四 ※五六七 ’八 九 ､:十： ：斗為‘ 海： 、二 三

＊

麺： ． 直

Wb.壱越性陰調於呂曲者以此調作楽五音図／相通図

五音図

三四五 六 七八九 十 斗為 巾

音徴音羽音宮音商音角音徴音羽音宮音商音角音徴
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相通図に続く《絃合》に｢二以合音笛口孔」とあるのに従い､二絃(宮)を

｡とする。この調絃の五音構成は、Dlと同じく宮(d)-商(e)-角(#f)-徴(a)

-羽(b)となる。『仁智要録』における箏壱越性調に同じ。

「相通図」には、壹越性陰調｢以一合二同音｣、「以一合五同音｣の下に、そ

れぞれ｢商陰調二七音」とあるのみ。二七絃をdととると、Ⅲbの商陰調と一

致する。
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鱒 ＃五六 ：七 ：八＃ :九 ．‘十＃ ′斗 為”
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一

一
一
一

一
・

錘 勢､悪種

ノ、

なお、「相通図」の後に「此の柱流例と為す。図を注すと雌も、五節命婦

は太食調を以て常に壹越調の楽に通ずと云々・亦狛楽井ぴに水調の楽等、

或は此の調を以て之を弾く。或は太食調を以て其の曲に用ふo価て相通の

故､秘伝に非ずと雌も、其の図を作らしむるのみ｣'9とある。

まとめ

以上、『類箏治要』巻第三｢調子品中」と巻第四｢調子品下｣に記録されて

いる調絃を通観した。ここまでに見た調絃は、次の五種類に分けられる。

⑤その他について、まずA2(調様)、B3(盤渉調律)、D3(盤渉調）は『類

箏治要』独自の、秘伝の調絃であり、『仁智要録』の三つの秘調と同様､本

譜では使用されていない。A4(調様)は『仁智要録』における平調と異なっ

ているが､現行の平調と同じである。A5(調様)はA4の律の調絃を呂に置

'9原文｢此柱為流例、雌注図、五節命婦以大食調常通壹越調楽云々、亦狛楽井水調楽、或

以此調弾之、或以大食調用其曲、価相通之故、難非秘伝､令作其図而已」
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①『仁智要録』箏壱越調と同型 Glb lmbWa

②『仁智要録』箏壱越性調と同型 AlB4C4D4E2F2Gla Ⅳb

G4a

③『仁智要録』箏平調と同型 Bl ClDl FIG2

G5a

G6

④｢仁智要録』箏大食調と同型 A3B2C2D2El G3

G5b

⑤その他 A2､B3,D3(共通）

A4，A5，C3，G4b， Ⅱa，Ⅱb､Ⅲa
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き換えた実験的な調絃とみられ、実際の演奏に使われたかどうか疑わし

い。C3(律調合笛盤渉調)は『仁智要録』における箏盤渉調と異なっているが、

現行の盤渉調の調絃とは同じである。G4b(律ノ調様)は「呂」の箏壱越性

調を｢律｣の調に置き換えた調絃であるが、これも実際に演奏されたかど

うかわからない。

『類箏治要』には、複数の調絃の説が､様々な理論体系によって説明され

ている。それらは統一されたものではなく、個々の説を集成した結果と思

われる。『類箏治要』に記された調絃法、『仁智要録』と共通するものが多

く、それを様々な理論によって説明しようとした痕跡を窺うことができ

る。

もう一つの特徴は、それまでの箏譜に現れなかった独自の調絃が記され

ていることである。「秘調」として後代に残らなかった調絃(A2､B3,D3)、

当時既に左手の技法が失われていた可能性を示す調絃、そのために作り出

されたと考えられる「推｣、「取｣などの左手の技法を使わずに音階の構成

音を網羅する調絃(B,G)、それぞれの理論体系に則って創出された実験

的な調絃(A5､G4b)などがある。これらの種々の調絃法の存在は、既に中

世の早い段階から、箏の調絃法の伝承に混乱が生じ始めていた可能性を示

唆しているのではないだろうか。
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『類箏治要』における箏の調絃について

李小文（'ノショウケイ）

国際日本学インスティテュート

日本文学専攻博士後期課程2年

要旨：

本論文では『類箏治要』を分析対象とし、楽譜の資料批判を行い、底本を

定めた。また、『仁智要録』の調絃法を参考にしながら、『類箏治要』巻第三

｢調子品中｣、巻第四｢調子品下」に記載される種々の調絃法について考察

した。『類箏治要』の調絃法には『仁智要録』と共通するものが多いが、『類

箏治要』には、それまでの箏譜になかった独自の調絃法が記されている。

｢秘調」として後代に残らなかった調絃、当時既に左手の技法が失われてい

た可能性を示す調絃、そのために作り出されたと考えられる｢推｣、「取｣な

どの左手の技法を使わずに音階の構成音を網羅する調絃、それぞれの理論

体系に則って創出された実験的な調絃などがある。これらの種々の調絃法

の記述によって、既に中世初期から、箏の調絃法の伝承に混乱があったこ

とを窺うことができた。

Astudyofthetun加gsfbrthel3-stringedzithers"recorded

inthescoreR"な〃c"かび

Abstract

Thisisananalyticalsmdyofthevarioustuningsystemsrecordedin

R”sびch棚,anearlymedievalscorefbrthel3-stringedzithers".

Survivingcopieshavebeencomparedtoselectthebesttextfbrsmdy.
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TuningsystemsgiVeninScrolls3and4aresmdiedincomparisonwith

thosegiveninFUjiwaranoMoronaga'sscorefbrs5,〃"c〃〃ｸ70k".While

manyofthetuningsaresharedbybothscores,R"jsDch棚includesa

numberofuniquetuningsandmethodsfbrobtainingthem・Theseinclude
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secrettuningrthatwerelostinthelatertradition,tuningssuggestingthat

thelefthandtechniquesoftheinstnnnentmayhavealreadybeeninthe

processofbeinglost,andvariousexperimentaltuningsthatdemonstrate

differemunderstandingsofmodaltheory.Thisvarietyoftuningssuggests

thattherewasalreadysomeconfUsionwithregardtotuningsfbrthe

instrumentmtheearlymedievalperiod.
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